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消消防法及び火災予防条例が改正さ

れ、平成１８年６月１日から新築

の住宅、アパート等に住宅用火災

警報器の設置が義務づけられまし

た。既存の住宅は平成２３年５月

３１日までに設置しなければなり

ません。

寝室として使用してい

る居室及び寝室が２階

などの場合は階段にも

設置が必要となります。

問合先：宇和島地区広域事務組合消防本部予防課 ☎22-7501

※雨天･緊急時の場合は内容に一部変更があります。

消防と市民のふれあいをとおして、広く防火防災意識を高めるために３年に１度

オープニング：ドリル演奏（済美幼年消防クラブ）

イベント内容：抽選コーナー（景品がなくなりしだい終了）

防火もちつきコーナー（３回配布予定）・救急指導コーナー

住宅用火災警報器啓発コーナー ・煙体験コーナー

梯子車体験乗車コーナー・地震体験コーナー ほか

火災と救急・救助は１１９番


